
京都市食品衛生国民健康保険組合 TEL 254-8383 FAX 254-8422 

 

令
和 

６ 

年
度
組
合
予
算
決
定 

京
都
市
食
品
衛
生
国
民
健

康
保
険
組
合
は
去
る
三
月
二
十

七
日
午
後
四
時
か
ら
「
都
ホ
テ

ル
京
都
八
条
」
に
於
い
て
第
百

三
十
八
回
通
常
組
合
会
を
開
催

し
ま
し
た
。 

議
員
定
数
二
十
八
名
の
う

ち
、
十
九
名
（
出
席
七
名
、
書

面
表
決
十
二
名
）
が
出
席
し
、

次
の
議
案
に
つ
い
て
審
議
し
ま

し
た
。 

議
案 第

一
号 

令
和
六
年
度
事

業
計
画
の
承
認
に
つ
い
て 
 

第
二
号 

令
和
六
年
度
予
算

の
承
認
に
つ
い
て 

 

第
三
号 

令
和
六
年
度
法
令

遵
守
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）

の
た
め
の
実
践
計
画
に
つ
い
て 

そ
の
他
報
告
事
項
と
し
て

理
事
専
決
処
分
と
し
た
組
合
規

約
の
一
部
改
正
等
を
報
告
し
ま 

し
た
。 

 

午
後
四
時
、
事
務
局
が
開
会

を
宣
言
し
、
岡
山
理
事
長
が
挨

拶
を
述
べ
、
宮
本
議
長
に
よ
り

議
事
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
慎

重
な
審
議
の
結
果
、
全
議
案
が 

原
案
通
り
可
決
さ
れ
、
谷
尻
副

理
事
長
か
ら
閉
会
の
辞
が
述
べ

ら
れ
ま
し
た
。 

 

引
き
続
き
同
ホ
テ
ル
八
坂
の

間
で
懇
親
会
を
開
催
。
岡
本
顧

問
の
乾
杯
の
挨
拶
に
は
じ
ま

り
、
今
後
の
組
合
の
あ
り
方
や

新
規
組
合
員
の
加
入
促
進
、
保

険
料
等
に
対
す
る
活
発
な
意
見

が
出
ま
し
た
。
石
井
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
理
事
の
一
本
締
め
で

盛
況
の
う
ち
に
終
了
し
ま
し

た
。 

 

組
合
員
の
皆
様
に
は
、
平
素
よ
り
国
保
組

合
事
業
に
格
別
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。 

当
組
合
の
令
和
６
年
度
予
算
は
、
３
月
２

７
日
に
開
催
さ
れ
た
第
１
３
８
回
組
合
会
で

承
認
さ
れ
ま
し
た
。
詳
細
は
本
誌
に
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

少
子
高
齢
化
の
急
速
な
進
行
や
医
療
技
術

の
高
度
化
等
に
よ
る
医
療
費
の
増
加
等
、
医

療
保
険
を
取
り
巻
く
状
況
は
大
き
く
変
化
し

て
い
ま
す
。
２
０
２
５
年
ま
で
に
全
て
の
団

塊
の
世
代
が
後
期
高
齢
者
と
な
り
、
生
産
年

齢
人
口
の
減
少
も
加
速
化
し
２
０
４
２
年
に

は
高
齢
者
総
数
が
ピ
ー
ク
と
な
り
ま
す
。
少

子
化
・
人
口
減
少
は
社
会
保
障
機
能
の
低
下

を
も
た
ら
し
、
経
済
社
会
を
「
縮
小
ス
パ
イ

ラ
ル
」
に
突
入
さ
せ
る
、
国
の
存
続
そ
の
も

の
に
か
か
わ
る
問
題
と
言
え
ま
す
。
急
速
に

進
展
す
る
少
子
高
齢
化
社
会
に
備
え
、
こ
れ

か
ら
生
ま
れ
る
「
将
来
世
代
」
も
含
め
た
全

世
代
型
社
会
保
障
の
構
築
が
喫
緊
の
課
題
に

な
っ
て
い
ま
す
。 

当
国
保
組
合
の
状
況
で
す
が
、
被
保
険
者

数
の
減
少
傾
向
は
止
み
ま
せ
ん
。
後
継
者
不

在
に
よ
る
廃
業
や
団
塊
の
世
代
の
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
へ
の
移
行
が
主
な
原
因
で
す

が
、
そ
れ
に
加
え
、
一
昨
年
１
０
月
か
ら
の

短
時
間
労
働
者
へ
の
健
康
保
険
・
厚
生
年
金

の
適
用
拡
大
に
よ
る
資
格
喪
失
が
目
立
っ
て

き
て
い
ま
す
。
本
年
１
０
月
か
ら
は
従
業
員

規
模
１
０
０
人
超
の
適
用
基
準
が
５
０
人
超

に
拡
大
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
次
回
改
正
で
は

従
業
員
規
模
自
体
の
撤
廃
等
が
検
討
さ
れ
て

お
り
、
被
保
険
者
の
減
少
に
ま
す
ま
す
拍
車

を
掛
け
る
の
で
は
と
危
惧
し
て
い
ま
す
。 

昨
年
度
の
医
療
費
に
つ
い
て
は
昨
年
末
で

の
対
前
年
比
は
全
体
で
＋
６.
８
％
で
あ
り
、 

一
人
当
た
り
の
医
療
費
は
＋
１
３�

３
％
と

大
き
く
増
え
て
い
ま
す
。
入
院
レ
セ
プ
ト
の

件
数
・
金
額
は
横
ば
い
状
態
で
す
が
、
陽
子

線
を
使
っ
た
放
射
線
治
療
な
ど
の
高
額
な
外

来
レ
セ
プ
ト
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
被
保
険
者
数
の
減
少
に
よ
る

保
険
料
収
入
の
減
少
や
医
療
費
の
増
大
並
び

に
国
庫
補
助
金
の
減
少
等
、
当
組
合
の
財
政

は
本
年
度
も
厳
し
い
状
況
で
す
。
市
町
村
の

国
民
健
康
保
険
料
の
賦
課
限
度
額
は
１
０
４

万
円
か
ら
２
万
円
引
き
上
げ
、
１
０
６
万
円

へ
と
３
年
連
続
の
引
き
上
げ
が
行
わ
れ
ま
す

が
、
当
組
合
に
お
い
て
は
医
療
費
の
適
正
化

や
諸
経
費
の
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
を
行
う
こ
と
で

令
和
６
年
度
の
保
険
料
は
据
え
置
く
こ
と
と

し
ま
す
。 

食
品
国
保
は
昭
和
３
３
年
に
食
品
販
売
業

に
携
わ
る
方
た
ち
の
手
で
設
立
さ
れ
、
適

用
・
給
付
・
徴
収
業
務
か
ら
保
健
事
業
ま
で

一
体
的
に
行
う
独
自
の
保
険
者
と
し
て
国
民

健
康
保
険
制
度
の
一
翼
を
担
っ
て
き
ま
し

た
。
設
立
か
ら
今
日
ま
で
に
社
会
情
勢
は
大

き
く
変
化
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
か

ら
も
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
私

た
ち
の
組
合
も
そ
の
変
化
に
取
り
残
さ
れ
な

い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
進
化

論
絡
み
で
よ
く
聞
か
れ
る
も
の
に
「
最
も
強

い
も
の
が
生
き
残
る
の
で
は
な
い
。
最
も
変

化
に
敏
感
な
も
の
が
生
き
残
る
」
と
い
う
一

節
が
あ
り
ま
す
。
国
保
組
合
に
お
い
て
も
同

様
と
考
え
ま
す
。
社
会
情
勢
の
変
化
に
あ
わ

せ
て
、
組
合
の
あ
り
か
た
や
事
業
を
柔
軟
に

変
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。 

国
保
組
合
を
取
り
巻
く
情
勢
は
、
今
後
も

益
々
厳
し
く
な
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
安

定
し
た
運
営
が
継
続
で
き
る
よ
う
役
職
員
一

丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
く
所
存
で
す
。 

予
算
成
立
に
寄
せ
て  

理
事
長 

岡 

山 

繁 

夫 

(題字は昭和��年�月、第�号発行に際し当時の京都市長高山義三氏に揮毫いただいたものです。) 
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食品国保掲示板                  No.151 

１ 平均被保険者数 

世 帯 数 ４４９ 

被保険者数 ８８９ （介護２号被保険者数 ４１４）令和５年１２月

末の世帯数は４９２、被保険者数は９５４（介護２号被保険者数４４２）最

近の被保険者異動の状況を勘案し、世帯数、被保険者数、介護２号被保険者

数ともに若干の減少を見込む。 

２ 費用負担 

賦課保険料 

（１）医療給付費分 

 ア 均等割（月額） 

事 業 主 ４，９００円  従 業 員 １４，２００円 

事業主家族 ２，６００円  従業員家族  ３，７００円 

      イ 所得割（月額） 

  事業主 （総所得額－基礎控除額）×0.7/100 

   最 高       ４０，０００円 

     最 低        ４，０００円 
       ウ 最高限度額（月額） ５０，０００円 

      エ １人当り保険料見込額 年 額 １３１，３４０円 

※未就学児に係る子育て世帯の保険料軽減 

 毎年１１月３０日時点において、未就学児である被保険者が属する組合員

の世帯については、当該年度の１２月以降に賦課する組合員の保険料より、

組合員の世帯に属する未就学児である被保険者1人につき12,000円/年を補助

することとしています。 

※産前産後期間の保険料軽減 

 組合員の世帯に出産する予定の被保険者又は出産した被保険者がある場

合、出産の予定日（出産日）の属する月（以下「出産予定月」という。）の

前月（多胎妊娠の場合には、三月前）から出産予定月の翌々月までの期間に

係る保険料を軽減することとしています。 

（２）介護納付金分 

       ア 事業主世帯（月額） 

     均等割 １人     １，６００円 

     所得割 （総所得額－基礎控除額）×0.5/100 

     最 高       １０，０００円 

     最 低        １，２００円 

     最高限度額     １３，５００円 

        イ 従業員世帯（月額） 均等割 １人     ２，５００円 

     ウ １人当り保険料見込額 年 額  ５０，９８８円 

（３）後期支援金分 

        ア 均等割（月額） １人    事業主・従業員 ４，０００円 

           事業主家族及び従業員家族 ２，５００円 

     イ 最高限度額（月額）          １８，０００円 

     ウ １人当り保険料見込額         ３９，９４８円 

     （４）後期組合員分 

   ア 均等割（月額） １人  １，０００円 

３ 保険給付 

（１）療養の給付及び療養費 

   一部負担金の割合 

①就学児～７０歳未満 …………………… ３割 

②７０歳～７４歳の一般・低所得者 …… ２割 

③７０歳～７４歳の現役並み所得者 …… ３割 

④未就学児 ………………………………… ２割 

 

（２）高額療養費 

 一部負担金の額が自己負担限度額（所得により区分あり）を越えたとき、

その超過分を支給する制度。自己負担額は次のとおり。 

   （３）高額介護合算療養費 

 高額療養費算定世帯において、介護保険受給者がいる場合、医療と介護の

自己負担額を合算し限度額を超えた額を療養費として支給する。 

   （４）移送費 

 負傷・疾病等により移動が困難であり、移動の目的である療養が、保険診

療として適切であり、緊急・その他、やむを得ない場合に支給する。 

  （５）出産育児一時金 

・産科医療保障制度加入機関での出産 ……… ５０万円 

・産科医療保障制度未加入機関での出産 …… ４８万８千円 

   （６）葬祭費 

 被保険者が死亡したとき、その葬祭を行う者に対して支給する。 

・事業主及び従業員 …… ５万円 

・家 族 ……………………３万円 

   （７）海外療養費 

 海外旅行中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療

等を受けた場合、帰国後に申請すると一部の医療費が払い戻される制度。 

４ 資格の適正化 

 資格取得時における組合員の業種、業態および住所、加入中の健康保険の

有無等の確認を徹底し逆選択（医療目的の加入等）を防止する。 

 資格確認調査を定期的（年1回）に実施し、無資格加入者などが発生しない

よう加入資格の適正化に努める。 

５ 新規組合員の加入促進 

 新規組合員の加入促進を行い、組織・財政基盤の強化に努める。 

６ 医療費の適正化 

 医療費適正化対策としてレセプト点検、柔整師、はり・きゅう・マッサー

ジ師からの請求内容の点検を行う。柔整師の施術については国民健康保険適

用外のもの（慰労目的のマッサージや単なる肩こり等）が多いため、被保険

者及び施術者に負傷原因等の調査を行い、不適正な請求の防止等、医療費適

正化に努める。 

 多受診（１か月間に同一の医療機関で何度も受診する）や重複受診（１か

月間に同一疾病で複数の医療機関で受診する）の被保険者に電話、訪問等に

より適正な受診の啓発を行う。 

 交通事故等による第三者行為による傷病の発見に努め、第三者への求償を

行い、医療費の適正化を図る。 

７ 特定健診・特定保健指導の実施 

 特定健診・特定保健指導については、本年度策定の「第四期特定健康診査

等実施計画」に基づき、受診者に対するインセンティブ制度を活用し、本年

度の目標実施率、減少率の達成に向けて、対応を進めることとする。 

８ 保健対策 

（１）医療費通知 

 組合員・家族の健康に対する認識を深めるため、世帯ごとに通知を行う。 

      年２回  １０か月分（１２月）、２か月分（２月） 

 

（２）人間ドック・ミニドック 

    対 象 者 ４０歳以上の被保険者 

   契 約 料 金  ２３，１００円～５４，０００円 

 自己負担額 契約料金の３０％を超えない範囲で一部負担金を徴収する。 

（継続組合員は全医療機関一律２０，０００円） 

    時   期 ４月～１２月     

（３）脳ドック 

    対 象 者 ４０歳以上の被保険者 

    契 約 料 金  ２４，２００円～３１，９００円 

    自己負担額 ７，０００円～１０，０００円 

    （※脳ドックの単独健診はできません。） 

     時   期 ４月～１２月 

（４）上腹部ＭＲＩ 

   対 象 者 ４０歳以上の被保険者 

    契 約 料 金  ２４，２００円 

    自己負担額 ７，０００円 

     （※上腹部CTの単独健診はできません。） 

  時   期 ４月～１２月 

（５）大腸ＣＴ 

       対 象 者 ４０歳以上の被保険者 

     契 約 料 金  ３３，０００円 

     自己負担額 ９，０００円 

     （※大腸CTの単独健診はできません。） 

     時   期 ４月～１２月 

（６）事業者健診結果データの取得・活用 

 労働安全衛生法に基づく健康診断（事業者健診）結果データの提供を事業

主に依頼し、メタボリックシンドローム判定を行う。該当する４０歳～７４

歳までの者については特定保健指導を勧奨。４０歳未満の者については生活

習慣の改善が特に必要と認められる場合は保健指導を行い、医療機関を受診

する必要がある場合は受診勧奨を行う。 

（７）糖尿病重症化予防対策 

 糖尿病が重症化するリスクの高い未受診者・受診中断者を医療に結びつけ

るとともに、糖尿病で通院する患者のうち重症化するリスクの高い被保険者

に対し、医療機関と連携して保健指導を行い、人工透析への移行を防止す

る。 

（８）重複服薬通知事業 

 副作用や中毒の恐れのある重複・多剤処方の受診者に対し通知し電話・訪

問指導等を実施。適切な受診や服薬を促し、健康上の悪影響を防止する。 

（９）ジェネリック（後発）医薬品差額通知 

 組合員、家族の薬代を軽減するため、対象被保険者に通知を行う。 ３ヶ

月分×４回（６月、９月、１２月、３月） 

（10）インフルエンザ予防接種助成事業 

 インフルエンザ予防接種に要した費用の一部を助成。一人に付き、年度内

１回、上限２，０００円までの助成を行う。 

※特定健診対象者のいる世帯では、対象者全員が健診された世帯に限りま

す。 

（11）郵送検診 

 特定健診受診者（人間ドック受診者を除く）及び２０歳以上４０歳未満の

被保険者を対象として大腸がん検診を行う。健診申込はがきの郵送料のみ本

人負担とし検査器具代金並びに検査費用は組合負担とする。 

（12）健康教育事業 

 生活習慣病予防等の健康教育を行うため、広報誌「食品国保掲示板」を年

２回発行。年末には健康カレンダーを組合員全世帯に配布し生活習慣病予防

等の健康教育を行う。 

（13）健康教室の開催 

 被保険者の健康維持・増進を目的とし、当組合の健康課題にポイントを

絞った健康教室を開催。４０歳未満の被保険者を対象に運動習慣や食生活改

善の健康教室・料理教室等を開催し被保険者の健康に対する意識の向上に努

める。 

（14）こころの健康づくり推進事業 

 専門職による個別の相談体制を確保し、心の健康づくり教室等を開催す

る。 

（15）歯科検診 

 人間ドック契約機関と連携し歯科検診を実施する。 

（16）禁煙外来医療費の助成 

 禁煙外来を受診する被保険者の医療費を助成する。 

（17）健康増進事業 

温泉・健康ウォーキング等の健康増進事業を実施する。 

９ 予防・健康づくり事業の推進 

 ＫＤＢシステムを活用したデータ分析を行い被保険者の予防・健康づくり

を支援する。  

10 後期高齢者支援金等の納付 

 後期高齢者医療制度に係る医療費は患者負担を差し引いた費用のうち、１

割を保険料、公費で５割を負担し、残りの４割を各保険者で支援金として納

付する仕組み。本年度の支援金は事務費拠出金とあわせて７,０２４万円を納

付する見込み。 

11 前期高齢者納付金等の納付 

 前期高齢者納付金とは前期高齢者（６５歳～７４歳）の偏在による各保険

者の財政負担の不均衡を是正するため納付するもの。国の定めた算定方式に

より、本年度の納付金は事務費拠出金とあわせて１０万円を納付する見込

み。 

12 介護納付金の納付 

 ４０歳以上６５歳未満の第2号被保険者に係る本年度の納付金は３,２６９

万円を納付する見込み。 

13 高額医療共同事業拠出金の拠出 

 高額な医療費が発生した場合に備えた再保険事業に係る拠出金。１００万

円を超える高額医療費に対して、組合補正計数等により算出された額を拠出

する。本年度の拠出金等は８３１万円の見込み。 

14 国保組合共通システム等負担金の拠出 

 国保組合共通システム、社会保障・税番号システム、所得調査システム及

び情報連携一括照会システム等に係る負担金の拠出 

15 広報活動 

 組合員への国民健康保険事業の周知ならびに新規加入促進のための広報活

動を実施する。 

（１） ホームページの随時更新 

 届出用紙のダウンロード、広報、インセンティブ等に活用 

（２） 広報活動の随時実施 

（３） 広報紙「食品国保掲示板」の定期的発行 

（４） 法令遵守（コンプライアンス）に関する広報活動 

（５） オンライン資格確認についての広報活動 

（６） マイナ保険証の利用促進 

（７） 新規組合員の加入促進 

16 健康関連機器等の貸出し 

 自動血圧計や血管年齢測定装置等の健康関連機器を被保険者に貸出し被保

険者の健康管理を支援する。 

17 自庁システム（サーバー）の整備・更改 

18 マイナンバー等の個人情報の管理 

19 マイナ保険証の利用促進 

 本年１２月２日から現行の国民健康保険被保険者証の新規発行を終了し、

マイナ保険証を基本とする仕組みに移行。マイナ保険証の利便性を周知、利

用の促進を図る。 

20 資格確認書及び資格情報のお知らせの交付 

 マイナ保険証を保有していない者、その他保険者が必要と認めた者及び申

請のあった者については資格確認書を交付する。 

 マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう新

規資格取得時や負担割合の変更時（７０歳以上の被保険者のみ）に資格情報

のお知らせを交付する。 

21 関係機関との連携と協力 

 行政機関、国保連合会、全協、及び京協等との連携を密にし、事業の円滑

な運営に努める。 

令和６年度事業計画 

令和６年度京都市食品衛生国民健康保険組合法令遵守 

（コンプライアンス）体制の整備に関する実践計画 

 京都市食品衛生国民健康保険組合法令遵守（コンプライアンス）体制の整

備に関する基本計画の４に基づき、令和６年度の実践計画を策定しました。 

令和６年度京都市食品衛生国民健康保険組合予算 

歳入(千円) 歳出(千円) 

国民健康保険料 173,810  組合会費 1,203  

国庫支出金 177,210  総務費 52,486  

前期高齢者交付金 8,100  保険給付費 231,330  

府支出金 3,205  後期高齢者支援金等 70,240  

市町村支出金 1,275  前期高齢者納付金等 100  

共同事業交付金 7,450  介護納付金 32,690  

財産収入 140  共同事業拠出金等 11,290  

寄付金 1  保健事業費 18,800  

繰入金 10,022  基金積立金 50  

繰越金 72,041  諸支出金 10,487  

諸収入 5,422  予備費 30,000  

歳入合計 458,676  歳出合計 458,676  

（補正予算の承認） 

 共通システムの健診データ管理システムが改修されることに伴い、国

庫補助の増額並びに共通システム負担金の拠出に対応する必要が生じた

ため、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１�０２０千円を増額し、歳入歳出

をそれぞれ５５３�３４９千円としました。なお、この改正は臨時至急に

行う必要があるため、理事の専決処分としました。 
 

(地位確認等請求訴訟等にかかる和解について) 

 係属中であった地位確認等請求事件及び損害賠償請求反訴事件につい

て、令和６年３月７日に和解が成立しました。 

和解の相手方 

個人（原告は令和６年１月８日死亡のため、法定相続人４名が訴訟を承継。） 

報告事項 
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  お手元にある国民健康保険証は、２０２４年１２月２日に廃止され、マイナンバーカード（マイナ保険証） 

 に一本化されることになりました。 

  お手元にある保険証は、最長１年間（来年１２月１日まで）使用可能です。保険証が廃止された本年１２月

２日以降も、有効期限が切れるまで廃棄しないでください。同日以降は、健康保険証の新規交付・再発行を行うことはできません

のでご注意ください。 

マイナンバーカードをお持ちでない方・マイナンバーカードを健康保険証として登録されていない方につきましては、申請いた

だくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができますのでご安心ください。 

まだマイナ保険証をお持ちでない方は、マイナポータルよりマイナ保険証のご登録をしていただき、マイナ保険証をご利用くだ

さい。 

「登録が面倒」「登録の仕方がわからない」という方は食品国保事務局でも登録ができます。お立ち寄りの際、 

お気軽にお申し付けください。 

 

 

  
今年度も昨年に引き続き特定健康診査の受診者および

二十歳から三十九歳の加入者を対象に郵送による「大腸がん」

検診を行います。 

 「大腸がん」はがん死亡原因の一位となっておりますが、早

期発見・早期治療で完治する病気です。特に若い世代は、定期

的に医療機関を受診し身体の状況を把握する機会が少ないと思

います。 

 ご自身の健康、生活を守るためにもぜひ受診してください。 

 対象者には案内（申込書）を別途お送りします。 

 なお、お申し込みされた場合は必ず検体のご提出

をお願いします。 

 産前産後期間の保険料軽減について  
 

 国の指針により、子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等

の観点から、食品国保に加入されている方が出産した場合、出

産前後の一定期間の保険料が免除される制度が令和6年1月から

始まりました。令和５年11月１日以降に出産された方が対象で

す。 

 

☆対象となる方 

食品国保に加入しており、令和５年11月１日以降に出産、また

は出産予定の被保険者 

妊娠85日（４ヶ月）以上の出産が対象です（死産・流産・早産

及び人工妊娠中絶の場合も含みます） 

※令和５年10月以前に出産した方は対象となりません。 

 

◎受付期間 

出産予定日の６ヶ月前から届出ができます。 

※保険料の納付期限の翌日から起算して２年を経過した日以後

の保険料の軽減決定はできません。 

 

◎免除開始期間 

申請月の翌月から保険料が免除となります。 

 

◎保険料が免除される期間 

出産予定月（又は出産月）の前月から４ヶ月分の国民健康保険

料が免除されます。 

多胎妊娠の場合は出産予定月（又は出産月）の

３ヶ月前から６ヶ月分が免除されます。 
 

 

手
続
き
を
お
忘
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

（
こ
ん
な
時
は
手
続
き
が
必
要
で
す
。
） 

  
 

・
会
社
に
勤
め
て
い
た
家
族
が
退
職
し
た 

 
 

・
家
族
が
会
社
へ
就
職
し
た 

 
 

・
こ
ど
も
が
生
ま
れ
た 

 
 

・
家
族
が
結
婚
し
た 

 
 

・
家
族
が
転
入
し
た 

 
 

・
家
族
が
転
出
し
た 

 
 

・
廃
業
し
た 

 
 

・
就
学
や
、
施
設
加
入
の
為
、
他
府
県
に
住
所
を
移
し
た 

 
 

・
六
十
五
歳
以
上
で
障
害
の
認
定
を
受
け
た 

 
 

・
家
族
が
死
亡
し
た 

 
 

家
族
の
異
動
な
ど
状
況
が
変
わ
っ
た
場
合
は
、
原
則
十
四
日
以
内
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。 

 

届
出
が
遅
れ
る
と
、
保
険
料
の
二
重
払
い
や
医
療
費
の
返
還
等
、
様
々
な
不
利
益
が
生
じ
る
こ
と 

 

に
な
り
、
そ
の
後
の
手
続
も
煩
雑
に
な
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

こ
ど
も
が
就
職
し
新
し
い
保
険
証
を
も
ら
っ
た
が
、
数
か
月
間
、
食
品
国
保
の
保
険
証
で
受
診 

 

し
た
。
（
遡
及
し
て
資
格
喪
失
、
約
６
万
円
の
医
療
費
の
返
納
金
が
生
じ
ま
し
た
） 

 
 

退
職
し
た
の
に
事
業
主
へ
保
険
証
を
返
さ
ず
、
ま
た
事
業
主
も
食
品
国
保
へ
の
資
格
喪
失
の
届 

 

出
を
失
念
し
た
。
（
遡
及
し
て
資
格
喪
失
、
約
９
２
万
円
の
医
療
費
の
返
納
金
が
生
じ
ま
し
た
） 

 
 

家
族
の
状
況
等
が
変
わ
っ
た
場
合
は
、
事
業
主
を
通
じ
て
速
や
か
な
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

ご
不
明
な
点
は
当
組
合
ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
。 

軽減例（˗がついた月が免除対象期間です） 

  ６月 ７月 ８月 ９月 
��月 

出産予定日 

（出産日） 

��月 ��月 １月 

単胎妊娠       ˗ ˗ ˗ ˗ 
  

多胎妊娠   ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ 
  

過
去
に
は
こ
ん
な
例
も 
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  人間ドックのすすめ  

 ～ 京都予防医学センター ～   
  

 組合会議案審議後、一般社団法人京都予防医学セン

ター大ヶ谷信吾氏、中野美雅子氏に「がんの早期発見・

生活習慣予防」に関する説明をしていただきました。 

 人間ドックを受診する利点や当組合と契約中の特別

ドックの長所等、わかりやすくお話しいただきました。  

医療関係者の立場からの健康診断の重要性等、熱のこ

もったお話に、大きくうなずく出席者の姿がみられまし

た。 

 

 

 

 

特定健診(人間ドック)について 

 

 
 

htpps://kyoto-shokuhin.jp 

各種申請書等ダウンロードできますので、 

是非ご利用ください。  

京都市食品国保 

ホームページをご活用ください。 


